
主な変更手続き一覧表

（こういうことは）
事　　　　　　　項

（だ　れ　が）
該　当　者

（ど　こ　へ）
手　続　先

（いつまでに）
手続の期限

（何を持って）
提　出　書　類

摘　　要

土地・建物等の所在地を所轄
する法務局

必要なときにしてください。

土地・建物の事項
証明書上の抵当
権・地上権・借地
権・仮登記等の住
所変更登記

左記について権利者として
登記している方

土地・建物等の所在地を所轄
する法務局

必要なときにしてください。

会社等の法人の本
店・支店及び代表
者等の住所変更登
記

住居表示が実施された結
果，それらに変更を生じた
法人の代表者

本店・支店の所在地を管轄す
る法務局
鈴鹿市内の場合は，津地方法
務局鈴鹿出張所

本店　実施日から２週間以
内

支店　実施日から３週間以
内

申請書　１通
住居表示証明書
登録印

県管理の道路・
河川・その他公共
用財産の各占用
使用許可書の法
人又は名義人の
住所変更

県管理の道路・河川・そ
の他公共用財産の各占
用使用許可書を交付さ
れている方（継続者）

三重県鈴鹿建設事務所
総務・管理室管理課

更新時に 更新申請書（２通）

建設業許可に係
る変更届

建設業許可書を交付さ
れている方

三重県鈴鹿建設事務所
総務・管理室総務課

実施日から２週間以内 変更届出書（３通）

自動車の変更登録
（検査証の住所変
更）

自動車の所有者及び使用
者

中部運輸局三重運輸支局 実施日以降すみやかに （所有者）
自動車検査証
住居表示証明書
印鑑
使用者の委任状
（使用者）
自動車検査証
住居表示証明書
所有者の委任状
印鑑
※法人所有の場合は，
上記のほかに登記簿抄
本が必要です。

住居表示以
外の変更を
伴う場合
は，この他
に書類が必
要ですの
で，ご確認く
ださい。
受付時間
平日（月～
金）
午前８：４５
～１１：４５
午後１：００
～　４：００

軽自動車検査証の
記載事項の変更

軽自動車の使用者 軽自動車検査協会
三重事務所

実施日以降すみやかに （使用者）
自動車検査証
住居表示証明書
印鑑（法人の場合は会
社の印鑑）

※鈴鹿市の土地・建物に関する登記手続きは，津地方法
務局鈴鹿出張所です。

申請書　１通
住居表示証明書
印鑑

○変更登記
申請用紙は
しおりの末
尾に添付し
ています。
また，鈴鹿
市地域課住
居表示グ
ループにも
あります。

○証明書の
提出により
登録免許税
は免除され
ます。

土地・建物の不動
産の所有者の住所
変更登記

実施区域内に住んでいる
方で土地・建物を所有して
いる方



主な変更手続き一覧表

（こういうことは）
事　　　　　　　項

（だ　れ　が）
該　当　者

（ど　こ　へ）
手　続　先

（いつまでに）
手続の期限

（何を持って）
提　出　書　類

摘　　要

自動車運転免許証
の住所変更届

自動車運転免許証をお持
ちの方

鈴鹿警察署
もしくは，運転免許センター

実施日以降すみやかに 運転免許証
（変更者の）住居表示
証明書もしくは住民票
抄本（但し，本籍も変更
する場合は『本籍の記
載された住民票抄本』
が必要になります。）

厚生年金・国民年
金受給者の住所変
更届

厚生年金・国民年金年金
受給者

津社会保険事務所 実施日より１０日以内
（国民年金は１４日以内）

受給者住所変更届
（ハガキ）を郵送

届出ハガキ
は鈴鹿市保
健福祉部保
険年金課又
は地区市民
センターに
あります

共済年金受給者の
住所変更届

各種共済年金受給者 各種共済組合 実施日以降すみやかに 各種共済組合指定変
更届

健康保険任意継続
被保険者・厚生年
金保険第四種被保
険者住所変更届
厚生年金保険被保
険者住所変更届

被保険者及び事業主 津社会保険事務所 実施日以降すみやかに 住所変更届 届出書は津
社会保険事
務所にあり
ます。

津社会保険事務所
管内の事業所に係
る変更届

津社会保険事務所管内の
社会保険に加入している事
業主

津社会保険事務所 実施日以降すみやかに 事業所所在地変更届 届出書は津
社会保険事
務所にあり
ます。

鈴鹿公共職業安定所
（ハローワーク鈴鹿）

実施日から１０日間

住民基本台帳カー
ドの住所の表示の
変更

顔写真付の住民基本台帳
カードをお持ちの方

鈴鹿市生活安全部市民課 実施日以降すみやかに 住民基本台帳カード
認印

手数料は無
料です。
詳しくは市
民課へお問
い合わせく
ださい。

外国人登録証明書
の住所変更

外国人の方 鈴鹿市生活安全部市民課 実施日以降すみやかに 外国人登録証明書 詳しくは市
民課へお問
い合わせく
ださい。

個人　住居表示証明書

法人　登記簿謄本

届出用紙を
直接提出し
てください。

労働保険・雇用保
険の名称・所在地
等の変更届及び事
業主・事業所各種
変更届

左記対象者

※ただし，事業によって異なりますので事前にご確認くださ
い。
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摘　　要

国民年金手帳の住
所変更届
（国民年金第１号被
保険者）

国民年金第１号被保険者 鈴鹿市保健福祉部保険年金
課国民年金グループ

年金手帳は，ご自分で実
施後の住所へ変更するこ
ともできます。

年金手帳 詳しくは保
険年金課へ
お問い合わ
せください。

国民健康保険被保
険者証

国民健康保険被保険者 鈴鹿市保健福祉部保険年金
課国民健康保険グループ

実施日以後に実施後の住
所のものを郵送いたしま
す。

後期高齢者医療保
険被保険者証

後期高齢者医療保険被保
険者証をお持ちの方

鈴鹿市保健福祉部保険年金
課医療給付グループ

実施日以後に実施後の住
所のものを郵送いたしま
す。

福祉医療費受給資
格証

一人親医療費・心身障害
者医療費・乳幼児医療費
の各受給資格証をお持ち
の方

鈴鹿市保健福祉部保険年金
課医療給付グループ

実施日以後に実施後の住
所のものを郵送いたしま
す。

介護保険被保険者
証

介護保険被保険者証をお
持ちの方

鈴鹿亀山地区広域連合
介護保険課

実施日以後に実施後の住
所のものを郵送いたしま
す。

お手続きは不要です。

お手続きは不要です。

お手続きは不要です。

お手続きは不要です。

　　　三重県鈴鹿建設事務所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　軽自動車検査協会三重事務所　　　　（０５９）　２３４－８４３１　　

　その他，許可，認可，及び免許類で，法令により住所変更の届出を要するものは，それぞれ所定の手続きをしてください。また電話会社，勤務
先，ガス会社，取引銀行など，お宅の住所を届けているところへは，通知しておくと確実です。

*詳しくは関係機関へご確認ください*

　　　津地方法務局鈴鹿出張所　　　　　 　　　 （０５９）  ３８２－１１７１　　 　 　 　中部運輸局三重運輸支局　　　　　　　（０５０）５５４０－２０５５

　　　　　　　　　　　　　　　管理課　　　　　  　　　（０５９）　３８２－８６８３　　　　 　　津社会保険事務所　　　　　　　　　　　 （０５９）　２２８－９１１１

　　　　　　　　　　　　　　　総務課　　　　　　　　　（０５９）　３８２－８６８０　 　　　　　鈴鹿警察署　　　　　　　 　　　　 　　　　（０５９）　３８０－０１１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　  　　鈴鹿公共職業安定所　　　　　　　　　　（０５９）　３８２－０３９１

　　　鈴鹿市役所　　　　　　　　　　　　　　　　　　（０５９）　３８２－１１００（代表）  　鈴鹿亀山地区広域連合

　　　　　　　　　　　国民年金グループ　　　 　　（０５９）　３８２－９４０１

　　　　　　　　　　　医療給付グループ　　　　 　（０５９）　３８２－７６２７

　　　　　　　地域課住居表示グループ　　　　 　（０５９）　３８２－９１３６　　　　　　　　　介護保険課管理グループ　  　 　（０５９）  ３６９－３２０４

　　　　　　　市民課　　　　　　　　　　        　   　（０５９）　３８２－９０１３

　　　　　　　保険年金課

　　　　　　　　　　　国民健康保険グループ　 　（０５９）　３８２－７６０５


